
運営指導における主な指摘事例

～指摘事例と注意点～

通所系

療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、
就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助



個別支援計画の作成等について
≪アセスメント項目の例≫

①利用者のプロフィール

②利用者の生活や環境の把握

・生活基盤に関すること

・健康、障害、疾病に関すること

・日常生活に関すること

・コミュニケーションスキルに関すること

・社会生活技能に関すること

・社会参加に関すること

・労働に関すること

・家族支援に関すること

≪個別支援計画の項目の例≫

①利用者・家族の意向や希望

②総合的な支援課題・問題等の概要

③総合的な目標（長期的・短期的）

④項目別の課題・目標・支援内容

※項目の設定はアセスメント項目②など

⑤評価（中間評価・年度末評価）



※障害福祉サービスの利用にあたり、サービス管理責任者は、適切な方法でアセスメントを行い、
利用者が自立した生活を営むことができるよう適切な支援内容の個別支援計画を作成する必要が
あります。

※令和６年度から、各サービスの個別支援計画について、指定特定（障害児）相談支援事業所にも
交付する必要があります。

やむを得ない場合を除き、障害者本人の参加が原則

参加している旨を記録に残す

個
別
支
援
計
画
の
変
更



利用者

サービス等利用計画の
同意・交付

相談支援事業所サービス提供事業所

サービス等利用計画の交付

個別支援計画の交付

個別支援計画の
同意・交付

相談支援事業所間との計画の共有
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サービス種類 生活介護 事業所・施設名

定員 20 前年度の平均利用者数 15 基準上の必要職員数 ２，５

人員配置区分 XⅠ型（６：１） 該当する体制等

職種 勤務形態 氏名

第１週 第２週 第３週 第４週
4週の合
計

週平均
の勤務
時間

常勤換
算後の
人数

管理者 常勤・兼務 A 80 20.0

サビ管 常勤・兼務 A 80 20.0

生活支援員 常勤・専従 B 160 40.0 1.0

生活支援員 常勤・専従 C 160 40.0 1.0

生活支援員 非常勤・専従 D 120 30.0 0.7

生活支援員 非常勤・専従 E 68 17.0 0.4

看護師 非常勤・専従 F 16 4.0 0.1

医師 非常勤・専従 G 2 0.5

合計 686 131 3.2

当該事業所・施設における常勤職員の勤務すべき時間数

サービス提供時間 ９：３０～１５：３０ 120

勤務形態一覧表（生活介護6：1を算定する場合）

配置職員の総時間数
（ 生活支援員・看護職員・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）

基準上必要職員数
前年度平均利用者数 ÷ 前年度平均障害支援区分に応じた定数

（３：１ or  ５：１ or  ６：１）

常勤時間

例：５２４÷１６０＝３．２７ ＞ ２．５ OK 常勤換算 ※毎月人員が足りているか、実績で確認
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サービス種類 就労継続支援B型 事業所・施設名

定員 20 前年度の平均利用者数 15 基準上の必要職員数 2.5

人員配置区分 Ⅰ型（６：１） 該当する体制等

職種 勤務形態 氏名

第１週 第２週 第３週 第４週
4週の合
計

週平均
の勤務
時間

常勤換
算後の
人数

管理者 常勤・兼務 A 20 5.0

サービス管理責任者 常勤・兼務 A 140 35.0

生活支援員 常勤・専従 B 160 40.0 1.0

生活支援員 常勤・専従 C 160 40.0 1.0

職業指導員 非常勤・専従 D 120 30.0 0.7

職業指導員 非常勤・専従 E 68 17.0 0.4

当該事業所・施設における常勤職員の勤務すべき時間数

サービス提供時間 ９：３０～１５：３０ 120

合計 668 127.0 3.1

配置職員の総時間数
（生活支援員・職業指導員）

基準上必要職員数
前年度平均利用者数 ÷ 届出配置（６：１ or ７．５：１ or １０：１）

常勤時間

例：５０８÷１６０＝３．１７５ ＞ ２．５ OK 常勤換算 ※毎月人員が足りているか、実績で確認

勤務形態一覧表（就労継続支援B型6：1を算定する場合）



定員超過利用減算に該当する場合
１日あたりの利用実績 （日中サービス ※療養介護・短期入所を除く・利用定員５０人以下の場合）

１日の利用者数（単位ごとの利用者数）＞利用定員（単位ごとの利用定員）の１５０／１００

→ 該当の１日（利用者全員）に対して所定単位数の３０％減算

（例）20人定員の事業所 3/6に利用者31人を受け入れた
→20人×150/100＝30人を超えているため、3/6にサービス提供した31人の基本報酬を30％減算する

過去３カ月あたりの利用実績 （日中サービス ※療養介護・短期入所を除く・利用定員５０人以下の場合）

直近の過去３カ月の利用者の延べ数 ＞ 利用定員×開所日数×１２５／１００

→ 該当の１カ月（利用者全員）に対して所定単位数の３０％減算
※定員１１人以下の場合 過去３カ月の利用者の延べ数＞（利用定員＋３）×開所日数

（例）
定員15人

※直近の過去３カ月を確認（８月の場合の過去３カ月は5,6,7月）
（９月の場合は過去３カ月は6,7,8月）

4月 5月 6月 7月 8月

A 18 21 21 18 18

B 21 2 2 21 21

… … … … … …

R 18 18 18 18 18

合計 420 400 389 350 380

日数 21 20 22 20 21

7月の場合
過去３カ月（4,5,6月）の利用者の延べ数→1,209

利用定員15人×開所日数（21＋20＋22）×125/100＝1,181

→7月にサービス提供した利用者全員の基本報酬を30％減算する

＞
月別利用日数



作成手順に沿って行う

（作成日や同意日の日付の前後関係）

・計画の同意日が担当者会議よりも前

であり、手順の整合性が取れなかった。

・同意日が空欄であった。

・サービス毎で定められた期間毎に
個別支援計画を見直していなかった

作成手順ごとに記録が必要
（アセスメント、個別支援計画案、担当者
会議議事録、本計画、モニタリング）

作成時期
（各サービス毎で定められた期間で見直し
を行っていない）

個別支援計画作成においての注意点①
作成に係る業務が適切に行われていない場合は未作成減算になります

≪注意点≫ ≪指摘事例≫

・担当者会議を行っているが、開催が分
かる議事録（出席者や挙がった意見の
記載）がなかった。

・アセスメント、モニタリングの記録が
なかった。



個別支援計画作成権限がある職員
（サービス管理責任者等）が作成し、
説明を行う

・サービス管理責任者不在の中、違う

職員が代わりに作成し、説明を

行った。

・作業所で施設外就労も行うように
なったが施設外就労の支援内容や
目標が個別支援計画書に記載され
ていなかった。

サービス内容が変わった場合は、
変更を行う

個別支援計画作成においての注意点②
作成に係る業務が適切に行われていない場合は未作成減算になります

≪注意点≫ ≪指摘事例≫

個別支援会議には原則、利用者が
同席した上で行う
※利用者の症状により、会議への同席自体が極
めて困難な場合等、やむを得ない場合のみ同席
以外の方法が可能

・利用者が個別支援会議に参加して
いなかった。

・会議記録に参加した旨が分かる
記載がなかった。



・あらかじめ同意日を印字していた。

・同意欄に利用者の氏名を印字して

あり、本人が確認したかどうかが

不明であった。

※障害特性から利用者本人が直筆での署名
が難しい場合は、代筆が可能。 その場合、
代筆者はサービス管理責任者以外の者が行
い、代筆者の氏名と続柄を記入しておくこ
と。

・個別支援計画を作成していたが、
利用者の同意が遅れたため、
未作成減算となった。

利用者の同意があって、
個別支援計画の完成となる。

同意欄は同意日を含めて利用者本人
に記載してもらう

個別支援計画作成においての注意点③
作成に係る業務が適切に行われていない場合は未作成減算になります

≪注意点≫ ≪指摘事例≫



個別支援計画作成においての注意点④
作成に係る業務が適切に行われていない場合は未作成減算になります

≪注意点≫ ≪指摘事例≫

・新規利用者の個別支援計画が
速やかに作成されていなかった。

新規利用の場合、速やかに、
個別支援計画を作成、同意を得る。
（原則は個別支援計画書を作成し同意
の上、サービス提供開始）

長期間達成していない目標がある場合
は、達成可能な目標に変更を行う

・長期間達成されていない目標が
長期間継続されていた。

（生活介護）支援を行うための
標準的な時間を記載し、その所要時間
区分により請求を行う

・サービス提供の「標準的な時間」
を記載していなかった。

作成した個別支援計画書を、当該利用者
を担当する相談支援事業者にも交付する

・担当の相談支援事業者に個別支援
計画を交付していなかった。



・標準的な時間を個別支援計画に記載
・原則、送迎に要する時間は標準時間に含まない
・標準的な時間と実際の時間が合致しない状況が続く場合は

見直しを行う

サービス提供時間 ４時間

送迎に係る配慮 １時間

障害特性に係る配慮 ３０分

送迎時の移乗等 ３０分

合計のサービス提供時間 ６時間

（生活介護）個別支援計画に記載する「標準的な時間」の注意点



（生活介護）個別支援計画に記載する「標準的な時間」の注意点

サービス提供時間 ４時間

合計のサービス提供時間 ６時間

送迎に係る配慮 １時間
障害特性に係る配慮 ３０分
送迎時の移乗等 ３０分

【所要時間が標準的な時間よりも短くなった場合】
〇当日の道路状況や天候、本人の心身の状況等、やむを得ない場合

⇒ 個別支援計画に位置付けた標準的な時間で算定可能
〇事業所都合で短くなった場合 ⇒ 実際に要した時間

【実際の所要時間が標準時間よりも長くなった場合】
〇居宅で介護を行う者等の就業などの理由 ⇒ 実際に要した時間で算定可能

標準的な時間に加えることができる配慮規定に該当する時間
① 利用者が必要とするサービスを提供する事業所が当該利用者の居住する地域にない場合等であって、送迎に要する時間が
往復３時間以上となる場合は、１時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。

※ここでの片道とは送迎車両等が事業所を出発してから戻ってくるまでに要した時間のことであり、往復は往路（片道と復路（片道）
の送迎に要する時間の合計

② 医療的ケアスコアに該当する者、重症心身障害者、行動関連項目の合計点数が 10点以上である者、盲ろう者等であって、
障害特性等に起因するやむを得ない理由により、利用時間が短時間（サービス提供時間が６時間未満）にならざるを得ない
利用者については、日々のサービス利用前の受け入れのための準備やサービス利用後における翌日の受け入れのための申し
送り事項の整理、主治医への伝達事項の整理などに長時間を要すると見込まれることから、これらに実際に要した時間を、
１日２時間以内を限度として生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。

※やむを得ない理由については、利用者やその家族の意向等が十分に勘案された上で、サービス担当者会議において検討され、
サービス等利用計画等に位置付けられていることが前提

③ 送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベッド・車椅 子への移乗、戸締り等）に要する時間は、生活介護計画に位置付
けた上で、１日１時間以内を限度として、生活介護計画に位 置付ける標準的な時間として加えることができる。



（生活介護）延長支援加算を算定する際の注意点

「事業所の営業時間を超えている」＝ 延長時間

に日常生活上の世話を行った場合に、１日の所要時間の時間に応じて算定可能

延長時間帯（所要時間８時間以上９時間未満の前後の時間）
※実際にサービス提供を行った時間（原則、送迎のみを実施する時間は含まない）

【延長時間帯の職員の配置要件】

生活支援員・看護職員・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の職種の職員を１人以上配置



施設外就労実施においての注意点

【本体施設（事業所内）における空き定員の取扱い】
施設外就労に出た利用者と同数以内であれば、新たに利用者を受入可能。

（例）定員２０名の就労継続支援Ｂ型
ある日の施設外就労を行った利用者数：１５名
⇒ 施設外就労に行っている時間に限り、当該日の本体施設（事業所内）で新たに15名の利用者を受け入れられる。

〇施設外就労に同行する職員
→ 施設外就労に行く利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数の職員を配置する。

〇事業所にいる職員
→ 施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数

の職員を配置する。
〇 施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、就労能力や工賃（賃金）の向上および

一般就労への移行に資すると認められること。
〇緊急時の対応ができること。
〇運営規程に位置付けられていること。
〇施設外就労先の企業と請負作業に関する契約を締結していること。

※ 請負作業についての利用者に対する指導等は、事業所が行うこと。
〇施設外就労の総数は各サービスの利用定員を超えないこと。
〇施設外就労を行った場合は、施設外就労実施報告書を作成し、保管すること。

実施時は「利用者の氏名」「日時」
「同行職員名」「行き先」等を記録に
残してください



請負契約における注意点

「施設外就労がある場合」 、「生産活動の下請け業務がある場合」
請負契約が必要です。

施設外就労の請負契約

作業の完成についての財政上及び法律上のすべての責任は事業所を運営する
法人が負うものであることを明確にすること。

・請負契約書が締結されていなかった

特に注意

請負契約が必要

≪指摘事例≫



サービス提供の記録について
【サービス提供記録として記載すべき事項】

① 利用者名

③ サービス提供日、サービス提供時間

（時間の記載が必要なサービスのみ）

④ サービス提供の内容

⑤ 利用者からの確認

⑥ 各種加算関連

例：送迎加算や食事提供体制加算は提供の有無

や回数を記載。

※「生活介護計画の標準的な時間」よりも短い時間になった場合
（本人の心身の状況等、やむを得ない事情が理由に限る）
標準的な時間に基づき算定する場合は、短くなった理由等を記録
に残しておくこと。

※サービスの提供の都度、
記録を作成する。 （療養介護は
後日一括の記録可能）

※サービスの提供の都度、
利用者の確認を得る。
（療養介護は後日一括
の確認可能）

電子記録の場合は、電子サインや
電子記録を提示しながら紙媒体の
実績記録票にサインをしてもらう等
してください。
※利用者が記録控えを紙媒体で希望
した場合は、速やかに控えを
印刷する等して対応してください。



加算関係（欠席時対応加算）

欠席時に要件となる支援を行った場合

上限 ：月４回上限として算定。
欠席連絡：利用予定日の当日、前日、前々日（営業日ベースで数えます）
算定不可：あらかじめ把握した欠席日、事業所の閉所日
支援内容：電話等で利用者の状況確認、今後の通所を促す等の相談援助

・定期通院等あらかじめ把握していた欠席についても、算定対象にしていた。
・台風や大雪等で事業所を閉所する場合に算定していた。
・利用者は欠席しているが、事業所が利用者又は家族との連絡調整、相談支援を行ってなかった。
・欠席時対応記録を残していなかったため、加算の算定が取り消しとなった。

≪指摘事例≫

注意 対応記録を残すこと！

①連絡を受けた日 ②連絡を受けた職員
③連絡者氏名（誰からの連絡か） ④利用者名・利用者の状況・欠席日
⑤欠席理由 ⑥次回の来所予定日
⑦必要な援助内容



（例）ある月の１０、１１、１２日の３日間に加算算定を行う場合。

①Ａに算定する場合－６、９、１０日のいずれかに相談支援を行う。

②Ｂに算定する場合－９、１０、１１日のいずれかに相談支援を行う。

③Ｃに算定する場合－１０、１１、１２日のいずれかに相談支援を行う。



加算関係（食事提供体制加算）①

対象サービス
・生活介護 ・短期入所 ・自立訓練 ・就労選択支援
・就労移行支援 ・就労継続支援Ａ型 ・就労継続支援Ｂ型

算定要件

〇献立内容の確認
→年に１回以上、管理栄養士又は栄養士が献立の作成や確認を行って

いること。
※管理栄養士・栄養士は常勤・専従である必要はなし。
※外部委託の場合は、その委託先で献立作成に関わっている場合はＯＫ。

〇利用者ごとの摂食量の記録
→食事提供した日付、摂取量等（完食、全体の1/2など）を記録する。

〇利用者の体重またはＢＭＩの記録
→おおむね６月に１回、利用者の体重またはＢＭＩを記録する。



加算関係（食事提供体制加算）②

食事提供体制加算算定についての注意点

〇原則として、当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて算定。

〇食事の提供に関する業務を当該施設の最終責任の下で第三者に委託することも可能。

〇施設外で調理されたものを提供する場合は、運搬手段等について衛生上適切な措置が

なされているものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められる。

〇出前や市販の弁当を購入して、利用者に提供するような方法は算定不可。

※施設外で調理されたもの・・クックチル、クックフリーズ、真空調理（真空パック）により調理を行う
課程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再加熱して提供するもの又はクックサーブにより提供
するものに限る。

※施設外で調理されたものを提供する場合であっても、配膳等を行うための調理員の配置が必要です。
⇒ 支援員等が兼務する場合は、調理員としての従事時間と支援員等としての従事時間を分けて管理して

ください。



短期入所サービスを提供した場合に算定する基本報酬は、障害者、 障害児それぞれについて、実施施設、障
害支援区分（障害児の場合は支援の度合に係る区分）、日中活動系サービスの利用の有無等に応じた報酬単
価が設定されています。

短期入所 基本報酬算定についての注意点

１日利用 or 半日利用 の判断

１日利用と半日利用の判断は、「短期入所利用日に日中活動事業所を利用しているか」、
「短期入所側で利用者に昼食を提供したか」などを判断の目安にしてください。

例えば、
利用者が日中他の障害福祉サービスを利用し、夕方から短期入所を利用し、翌日の早朝に帰宅した
場合は、１日目も２日目も半日利用を算定します。

また、利用児が昼前から短期入所を利用し、翌日に朝から養護学校に通った場合は、１日目は１日
利用、２日目は半日利用を算定します。



利用者から徴収できる金銭
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療養介護 〇 〇

生活介護 〇 〇 〇 〇

自立訓練 〇 〇 〇

宿泊型自立訓練 〇 〇 〇 〇

就労移行支援 〇 〇 〇

就労継続支援A・B 〇 〇 〇

短期入所 〇 〇 〇 〇

就労定着支援 〇 〇

利用者に同意を得る

・費用の内訳を
重要事項説明書等で
明らかにする

・変更する場合は、説明
し同意を得る。

※1 調理に係る人件費及び食材料費(食事提供体制加算の有無により異なる) 

※2 上記サービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用
・利用者の希望によって、身の回りの品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用

（歯ブラシ、化粧品等、その利用者個人が特に希望する日用品等）
・利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用

（サービス提供の一環として行事における材料費等）

≪注意点≫



実費精算について
（食事提供体制加算を算定している場合）

算定している場合

利用者から徴収できるのは
食材料費に相当する額のみ

例）食材料費３００円、人件費４００円

→利用者負担は３００円（食材料費のみ徴収可能）
人件費４００円のうち食事提供体制加算を充て
残額は事業所持ち出し費用

・人件費等を含めた食事提供
に要する費用全額を利用者
から徴収していた。
過徴収分については利用者に
返還。

≪注意点≫ ≪指摘事例≫



不適切な例

賠償保険を徴収して
いたもの

事故発生時に備えて、事業所が加入しておくべき保険で
あるため、利用者に負担を求めることは不適切である。

一律に全員から徴収
していたもの

参加の有無に関わらずレクリエーション費等を全員一律に
徴収することは不適切。参加の有無に応じて実費徴収
すべきである。

施設設備利用料
テレビやカラオケ設備等、共有で利用できる機器や設備の
利用料を求めることは不適切。

送迎費用

送迎加算を算定している事業所においては送迎にかかる
費用は送迎加算で賄われるため、利用者からは徴収不可。
※ただし、燃料費等の実費が送迎加算の額を超える場合は
超過額については徴収可能。この場合、燃料費等の実費額
と利用者からの徴収金額の積算根拠を明確にすることが
必要。

利用者から不適切な費用を徴収していて、今までに徴収した費用を利用者
に返還となった。

≪指摘事例≫



避難訓練について
訓練回数 半年に１回以上（年に２回以上）

想定災害 火災や地震 ＋ 場所に応じた災害

不審者対策について

訓練回数 年１回以上 ・訓練記録を残す

≪注意点≫

≪注意点≫

・記録を残す
・避難場所まで移動する訓練
・避難経路図の掲示（事業所内と避難所までの経路（複数経路確認））
・備蓄の調整と確認（具体例）アレルギーに対応しているか、簡易トイレ 等



【就労系】就労支援事業会計について

・人員配置基準以上に配置している職業指導員の人件費を生産活動に係る経費（就労支援事業指導員等給与）として

計上していなかった。

・B型で就労支援事業が赤字になっていたが工賃の見直しを行っていなかった。

≪指摘事例≫

就労支援事業（生産活動）の賃金・工賃の額の考え方

生産活動の収入 － 生産活動に必要な経費 ＝ 賃金・工賃

賃金・工賃には、原則として自立支援給付費を充てない。
（※災害その他やむを得ない理由がある場合を除く）

会計処理については、下記基準を参照
・社会福祉法人：社会福祉法人会計基準
・その他の法人：国通知「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱い について」

（平成18年10月２日社援発第1002001号社会・援護局長通知、 以下「就労支援事業会計
処理基準」という。）

・作成した就労支援事業に関する会計書類はＷＡＭネット（障害福祉サービス等情報公表
システム）上で公表すること。

詳しくは「就労支援事業会計の 運用ガイドライン」を参照してください。
001004096.pdf (mhlw.go.jp)

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001004096.pdf


就労継続支援A型の生産活動の収支について
就労継続支援A型において、生産活動にかかる収支が赤字であった場合

・生産活動にかかる収支が赤字になる（＝利用者賃金を自立支援給付費から充当している）場合、

災害等やむを得ない場合を除き指定基準違反です。

・生産活動に係る収支が赤字であった場合、経営改善計画書を作成し和歌山市指導監査課に提出の

上、生産活動にかかる収益改善を図ってください。

※作成した経営改善計画書は事業所のホームページ等で公表してください。

・赤字が３年連続であった場合、３年目以降の経営改善計画書の作成については、和歌山市が

経営の改善が今後も見込まれると認める場合であって、以下のいずれかを満たす場合に作成を

認めます。

（１）生産活動に係る収入額が増加している又は生産活動に係る必要経費が減少しており、収益

改善が認められる。

（２）利用者の平均労働時間が長くなっている。

（３）利用者に支払う賃金総額が増えている。



就労支援事業会計書類の作成について
工賃は給付費の額に影響するので、適正な金額を支給してください。
工賃の過大支給は基準違反です。

対象事業所
必須：就労継続A型・就労継続B型
任意：就労移行支援・生活介護において生産活動を行う場合

・就労支援事業事業活動計算書を作成 …… 制度上必要な法人のみ
（就労支援事業損益計算書、就労支援事業正味財産増減計算書等を含む）

・就労支援事業別事業活動明細書等を作成
※事業所で複数の事業を行っている場合は、各分野別に区分が必要です。



就労支援事業会計書類の参考様式名

・就労支援事業の年間売上高が5,000万円以下
・多種少額の生産活動を行う等の理由により、製造業務と販売業務に係る
費用を区分することが困難



Ｂ型事業所の就労支援事業別事業活動明細書の記載例



積立て金について

詳しくは「就労支援事業会計の 運用ガイドライン」を参照してください。

001004096.pdf (mhlw.go.jp)

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001004096.pdf


余剰金や積立金について


